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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エスカレータの乗場進入口に移動手摺を内部に収容するように設けられ、持ち運び可能
に構成された外付け型の運転方向表示用本体ボックスと、
　前記運転方向表示用本体ボックスに内蔵され、内部に収容されている移動手摺に押し当
てられて前記移動手摺の駆動力で回転することにより発電する運転方向表示用発電機と、
　前記運転方向表示用本体ボックスの前面壁に設けられ、前記運転方向表示用発電機から
電力が供給されて自動的に点灯表示されるＬＥＤの矢印形状等からなる運転方向表示手段
と、
　を備えたことを特徴とするエスカレータの運転方向表示装置。
【請求項２】
　運転方向表示用本体ボックスの床板にエスカレータの乗場進入口方向に向かって延びる
平行な調整溝を設け、前記調整溝により、前記運転方向表示用本体ボックスの取付時、床
設置面に設けられた床取付穴に床固定具で固定することで前記運転方向表示用本体ボック
スを移動手摺に対して移動自在な構成としたことを特徴とする請求項１記載のエスカレー
タの運転方向表示装置。
【請求項３】
　運転方向表示用本体ボックスは乗場進入口のみに設置し、降り口には設置しないように
したことを特徴とする請求項１又は請求項２記載のエスカレータの運転方向表示装置。
【請求項４】
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　エスカレータの乗場進入口に移動手摺を内部に収容するように設けられ、持ち運び可能
に構成された外付け型の運転方向表示用本体ボックスと、
　前記運転方向表示用本体ボックスに内蔵され、内部に収容されている移動手摺に押し当
てられて前記移動手摺の駆動力で回転することにより発電する運転方向表示用発電機と、
　前記運転方向表示用本体ボックスの前面壁に設けられ、前記運転方向表示用発電機から
電力が供給されて自動的に点灯表示されるＬＥＤの矢印形状等からなる運転方向表示手段
と、
　エスカレータの降り口に移動手摺を内部に収容するように設けられ、持ち運び可能に構
成された外付け型の進入禁止表示用本体ボックスと、
　前記進入禁止表示用本体ボックスに内蔵され、内部に収容されている移動手摺に押し当
てられて前記移動手摺の駆動力で回転することにより発電する進入禁止表示用発電機と、
　前記進入禁止表示用本体ボックスの前面壁に設けられ、前記進入禁止表示用発電機から
電力が供給されて自動的に点灯表示されるＬＥＤの進入禁止標識等からなる進入禁止表示
手段と、
　を備えたことを特徴とするエスカレータの運転方向表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エスカレータの乗場進入口に設けられるエスカレータの運転方向表示装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のエスカレータにおいては、ＵＰ又はＤＯＷＮの運転方向が判り辛いために、乗客
が間違って乗場進入口ではなく、降り口に向かって進入してしまうことがある。
【０００３】
　また、従来技術として、踏段に発電機を取り付け、踏段の走行に伴う発電機の回転によ
る発電によって、踏段クリートの上面に設けられた複数個の表示手段に電力が供給されて
、乗客に降り口であることを明示して注意を喚起するマンコンベアの安全表示装置が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２０８１７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のエスカレータでは、遠くから見た場合、ＵＰ又はＤＯＷＮの運転方向が判り辛い
ために、乗客が間違って乗場進入口ではなく、降り口に向かって進入してしまい、直前に
なって気が付いて慌てて戻って来ることがよく見かけられる。また、従来技術には、エス
カレータの駆動力を発電機により発電して乗客に降り口であることを明示して注意を喚起
する技術が開示されているが、エスカレータのＵＰ又はＤＯＷＮの運転方向を乗場進入口
に表示させるものではない。
【０００６】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、持ち運びが自在でエ
スカレータの乗場進入口に接近して設けられ、移動手摺の駆動力により発電機を回転させ
、その発電によって運転方向表示手段を自動的に点灯表示させることにより、遠くからで
もＵＰ又はＤＯＷＮの運転方向が判るようにしたエスカレータの運転方向表示装置を提供
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　この発明に係るエスカレータの運転方向表示装置においては、エスカレータの乗場進入
口に移動手摺を内部に収容するように設けられ、持ち運び可能に構成された外付け型の運
転方向表示用本体ボックスと、運転方向表示用本体ボックスに内蔵され、内部に収容され
ている移動手摺に押し当てられて移動手摺の駆動力で回転することにより発電する運転方
向表示用発電機と、運転方向表示用本体ボックスの前面壁に設けられ、運転方向表示用発
電機から電力が供給されて自動的に点灯表示されるＬＥＤの矢印形状等からなる運転方向
表示手段とを備えたものである。
【０００８】
　また、運転方向表示用本体ボックスの床板にエスカレータの乗場進入口方向に向かって
延びる平行な調整溝を設け、この調整溝により、運転方向表示用本体ボックスの取付時、
床設置面に設けられた床取付穴に床固定具で固定することで運転方向表示用本体ボックス
を移動手摺に対して移動自在な構成としたものである。
【０００９】
　また、運転方向表示用本体ボックスは乗場進入口のみに設置し、降り口には設置しない
ようにしたものである。
【００１０】
　また、エスカレータの乗場進入口に移動手摺を内部に収容するように設けられ、持ち運
び可能に構成された外付け型の運転方向表示用本体ボックスと、運転方向表示用本体ボッ
クスに内蔵され、内部に収容されている移動手摺に押し当てられて移動手摺の駆動力で回
転することにより発電する運転方向表示用発電機と、運転方向表示用本体ボックスの前面
壁に設けられ、運転方向表示用発電機から電力が供給されて自動的に点灯表示されるＬＥ
Ｄの矢印形状等からなる運転方向表示手段と、エスカレータの降り口に移動手摺を内部に
収容するように設けられ、持ち運び可能に構成された外付け型の進入禁止表示用本体ボッ
クスと、進入禁止表示用本体ボックスに内蔵され、内部に収容されている移動手摺に押し
当てられて移動手摺の駆動力で回転することにより発電する進入禁止表示用発電機と、進
入禁止表示用本体ボックスの前面壁に設けられ、進入禁止表示用発電機から電力が供給さ
れて自動的に点灯表示されるＬＥＤの進入禁止標識等からなる進入禁止表示手段とを備え
たものである。

【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、持ち運び可能に構成され、エスカレータの乗場進入口に接近して設
けられ、移動手摺の駆動力により運転方向表示用発電機を回転させ、その発電によって運
転方向表示手段を自動的に点灯表示させることにより、遠くからでも簡単にエスカレータ
のＵＰ又はＤＯＷＮの運転方向が認識できる。また、運転方向表示用本体ボックスが持ち
運び可能であるので、エスカレータの各号機の運転方向に合わせて設置したり、他号機に
対しても簡単に設置することができる。また、既設エスカレータに対しても容易に追加設
置することができる。また、運転方向表示手段としてＬＥＤを使用しているので、省電力
となり、球切れの心配もない。また、移動手摺により発電する運転方向表示用発電機を運
転方向表示手段の近傍に設けているので、面倒な電気配線等も不要となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施例１におけるエスカレータの運転方向表示装置の概略構成を示す
斜視図である。
【図２】この発明の実施例１におけるエスカレータの運転方向表示装置の設置場所を説明
するための概略構成図である。
【図３】この発明の実施例１におけるエスカレータの運転方向表示装置のボックス内構造
を示す概略斜視図である。
【図４】この発明の実施例１におけるエスカレータの運転方向表示装置の概略構造を示す
側面図である。
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【図５】この発明の実施例１におけるエスカレータの運転方向表示装置を下から見た底面
図及び床固定ビスを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１３】
　図１において、１は持ち運び可能に構成され、エスカレータの乗場進入口に接近して設
けられて、移動手摺２の駆動力により発電してＬＥＤの矢印形状等からなる運転方向表示
手段３を自動的に点灯表示させることにより、遠くからでもＵＰ又はＤＯＷＮの運転方向
が判るようにした運転方向表示装置であり、乗場進入口の左右の移動手摺２の出入口付近
にそれぞれ設置される。この運転方向表示装置１は、図２に示すように、ＤＯＷＮ運転の
エスカレータ４の場合は上側の乗場進入口に設置されるが、下側の降り口には設置されな
い。また、同様に、ＵＰ運転のエスカレータ５の場合は下側の乗場進入口に設置されるが
、上側の降り口には設置されない。そして、上記運転方向表示装置１は、図３及び図４に
示すように、運転方向表示用本体ボックス６内にエスカレータの移動手摺２に押し当てら
れて、エスカレータの運転に伴い移動手摺２の駆動力で回転することにより発電する運転
方向表示用発電機７を備えており、この運転方向表示用発電機７から電力が供給されて運
転方向表示用本体ボックス６の前面壁に設けられたＬＥＤの矢印形状等からなる運転方向
表示手段３が自動的に点灯表示される構成となっている。また、上記運転方向表示装置１
は、図５に示すように、運転方向表示用本体ボックス６の床板６ａにエスカレータの乗場
進入口方向に向かって延びる２本の平行な調整溝８が所定の間隔を置いて設けられており
、床設置面に設けられた床ビス穴９に床固定ビス１０により固定する構造となっている。
運転方向表示装置１は、エスカレータの乗場進入口方向に向かって延びる２本の調整溝８
により、移動手摺２側に対して移動自在であるので、設置の際は移動手摺２側に押し付け
調整することができる。したがって、運転方向表示用発電機７に対して十分な圧力を加え
ることができるので、運転方向表示用発電機７と移動手摺２との間のスリップの心配もな
くなる。また運転方向表示用本体ボックス６の床板６ａを床ビス穴９に床固定ビス１０に
より固定する構造であるので、運転方向表示装置１が盗難される恐れも少なくなる。
【００１４】
　この実施例１によれば、持ち運び可能に構成され、エスカレータの乗場進入口に接近し
て設けられ、移動手摺の駆動力により運転方向表示用発電機を回転させ、その発電によっ
て運転方向表示手段を自動的に点灯表示させることにより、遠くからでも簡単にエスカレ
ータのＵＰ又はＤＯＷＮの運転方向が認識できる。また、運転方向表示用本体ボックスが
持ち運び可能であるので、エスカレータの各号機の運転方向に合わせて設置したり、他号
機に対しても簡単に設置することができる。また、既設エスカレータに対しても容易に追
加設置することができる。また、運転方向表示手段としてＬＥＤを使用しているので、省
電力となり、球切れの心配もない。また、移動手摺により発電する運転方向表示用発電機
を運転方向表示手段の近傍に設けているので、面倒な電気配線等も不要となる。
【実施例２】
【００１５】
　上記実施例１では、運転方向表示装置１を、ＤＯＷＮ運転のエスカレータ４の場合は上
側の乗場進入口のみに設置し、ＵＰ運転のエスカレータ５の場合は下側の乗場進入口のみ
に設置し、降り口には運転方向表示装置１を設置しない例について説明したが、エスカレ
ータの降り口には、運転方向表示装置１とは別に進入禁止表示装置を設置しても良い。こ
の進入禁止表示装置は、エスカレータの降り口に設けられ、持ち運び可能に構成された進
入禁止表示用本体ボックスと、進入禁止表示用本体ボックスに内蔵され、移動手摺に押し
当てられて移動手摺の駆動力で回転することにより発電する進入禁止表示用発電機と、進
入禁止表示用本体ボックスの前面壁に設けられ、進入禁止表示用発電機から電力が供給さ
れて点灯表示されるＬＥＤの進入禁止標識等からなる進入禁止表示手段とから構成されて
おり、遠くからでも乗客に進入禁止であることが判るようにした装置であり、エスカレー
タの降り口の左右の移動手摺２の出入口付近にそれぞれ設置される。
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【符号の説明】
【００１６】
　　１　運転方向表示装置
　　２　移動手摺
　　３　運転方向表示手段
　　４　ＤＯＷＮ運転のエスカレータ
　　５　ＵＰ運転のエスカレータ
　　６　運転方向表示用本体ボックス
　　６ａ　運転方向表示用本体ボックスの床板
　　７　運転方向表示用発電機
　　８　調整溝
　　９　床ビス穴
　　１０　床固定ビス

【図１】 【図２】

【図３】
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